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実施方針に関する意見・質問及びそれらに対する回答について 

（岡山県総合教育センター（仮称）整備等事業）  

 

 先に公表した「岡山県総合教育センター（仮称）整備等事業に関する実施方針」に関

し、以下の意見・質問が寄せられましたので、回答と併せ、公開します。（個別の回答

は行いません。）  

 なお、意見・質問の内容は原文のままとしていますが、趣旨から、意見として寄せら

れたものを質問の欄に記載あるいは質問を意見の欄に記載しているものがありますので

ご了承ください。  

 また、意見者・質問者は公開しません。  

 

■実施方針に関する意見 

意見番号 項目名 該当部分 意見内容 意見に対する回答 

意見1 
選定基準

について 
 

本件は運営業務が民間へ委託されないので、一見民間

のノウハウが活かし難いように思われます。しかし、要

求水準だけを満たした一番安い事業者が選定されるＰＦ

Ｉ事業には疑問を感じます。民間事業者の環境、景観、

ユニバーサルデザイン、その他特質すべき事項等にお

ける提案が設計・施工・維持管理の各業務において十

分に活かせる選考基準及び要求水準の造り込みをお願

いします。定性面評価が、入札価格を一定の金額で割り

戻すような選考基準にならないことを希望します。 

ご意見を踏まえ、落札者決定基

準、要求水準書(案)に反映させ

ていただきます。 

意見2 事業範囲 第2.1.(6) 

今回の計画では教育センターそのものの運営は民間事

業者（SPC）に委託しないとの事業計画になっています

が、国立大学の民営化等の今後の教育のありかたから

すると、今後20年間でこのまま進めて行くのはどうかと

思います。 SPCに先生向け教育を徐々に委託していっ

てはどうかと考えます。 

現在でも研修や調査研究等の

一部を委託しており、今後も適

当なものについては委託を実施

していく予定ですが、現時点で

は、その内容等に応じ、適切な

民間事業者等をその都度選定

する予定です。従って、SPCも委

託先の対象となる可能性があり

ますが、本PFI事業とは別に実

施いたします。 

意見3 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

事業方式として、ＢＯＴ方式も検討する可能性もあるとの

ことですが、本施設につきましてはＢＴＯ方式の採用が

望ましいと考えます。（ＢＯＴ方式を採用するか否かの検

討のポイントの一つに、事業者が当該施設を所有した場

合、自治体が同施設を所有した場合に比べて、①リスク

をよりよく管理できる、②事業のトータルコストを低減さ

せることが出来る、③よりよいサービスを提供することが

出来る、④収益のアップサイドを追求することが出来る

――等々のメリットの有無があげられると考えますが、

本施設につきましては教育研修機関という性格もあり、

事業者に施設を所有させるメリットがあまり感じられませ

ん。また、ＢＯＴ方式の場合には施設整備費用の回収に

関するＳＰＣの会計・税務処理において、現時点では確

立された方式が存在しないため税務リスクが存在します

（賃貸借処理 or 売買処理）。以上の理由から本施設に

つきましてはＢＴＯ方式の採用を要望いたします。） 

事業方式の設定につきまして

は、ご意見を踏まえ、特定事業

選定時に明示させていただきま

す。 

意見4  第2.1.(7) ・本ＰＦＩ事業の内容から、ＢＴＯ方式が適当と考えます。 意見3を参照してください。 
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意見番号 項目名 該当部分 意見内容 意見に対する回答 

意見5 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

事業の方式はＢＴＯが望ましいと考えます。一般論では

ＢＴＯもＢＯＴでもどちらでも取り組みやすさは同じです

が、本件では殆どの運営業務を県が実施するので、運

営にともなう民間の技術ノウハウを発揮する機会は少な

いと考えます。民間事業者が主体となって運営できない

以上、ＢＯＴのメリットよりも固定資産税・都市計画税の

負担や大規模修繕・水道光熱費負担をＳＰＣが負わなけ

ればならないデメリットが大きくなります。また資金調達

においても、ＢＴＯの方が安く調達できると考えます。 

意見3を参照してください。 

意見6 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

事業方式については、民間事業者等の意見を聴取し、

場合によってはＢＯＴ方式も検討するとのことですが、現

在の想定の通りＢＴＯ方式でよいと思います。 

意見3を参照してください。 

意見7 

特定事業

の選定及

び公表に

関する事

項 

第2.2.(1) 

特定事業の選定において、事業リスク及び公共サービ

スの水準については定性的評価を行う、となっておりま

すが、事業リスクについては、今後公表されるリスク分

担に対応した形で、民間事業者のリスク対応コストとそ

れに対応するリスク調整コストがＰＦＩ事業のＬＣＣ、ＰＳＣ

の双方に可能な限り定量化され、反映されるよう要望致

します。また、サービス水準についても、民間事業者に

よる運営支援内容を明確化した上で、サービス提供コス

トを適切にＰＦＩ事業のＬＣＣに反映させる等の方法でＶＦ

Ｍ評価に反映されるよう要望致します。 

リスク調整額につきましては、定

量的評価には含めないことを想

定しています。 

意見8 

施設整備

及び提案

技術に関

する実積 

第3.2.(3)

ｳ､(ｳ) 

｢過去１０年間において公共施設の維持管理を行ったこ

とがあること｣と記載がありますが､この条件ですと､従来

から公共と取引のある民間事業者のみが参画可能とな

ります。弊社は、多くの民間施設の維持管理業務の実

積を有しており、本事業に生かせる技術的ノウハウも有

しております。「公共施設」に限定することなく、不特定多

数者が利用する施設あるいは､同種業務の施設の維持

管理実積があれば良いとして頂きたい。 

ご意見を踏まえ、募集要項(案)

等に反映させていただきます。

意見9 

審査は，

入札価格

のほか… 

第3.1.(4)ｲ 
・審査において、入札金額と提案内容の比率で、提案内

容の比率を大きくしていただきたい。 

ご意見を踏まえ、落札者決定基

準に反映させていただきます。

意見10 著作権 第3.2.(6)ｱ 

提案にかかわる業務は膨大であり、民間事業者に係る

費用や時間の負担は大変なものがあります。本事業に

おいて公表及びその他県が必要と認めるときはあるの

でしょうが、提案書の全部を公開して頂きたくありませ

ん。「全部又は一部」を「必要な部分」に訂正して頂けな

いでしょうか。 

提案書の公開については、ノウ

ハウ等の流出防止の観点から

検討いたします。詳細について

は募集要項(案)等でお示ししま

す。 

意見11 

選定事業

者の業務

範囲 

第4.2 

本事業では、運営部分は県の事業範囲となっておりま

す。教職員研修、教育相談、調査研究等業務の根幹部

分は従前同様、県が実施することが適当と考えますが、

IT研修、外国語研修、教育に関する調査・研究等、民間

がノウハウ、経験を有する部分については民間事業者

（ＳＰＣ）に委ねることで、センター全体の機能向上が期

待でき、また、民間企業の新規事業機会の拡大を通じ

て、地域経済産業の振興にも寄与すると思われます。 

意見2を参照してください。 

意見12 

選定事業

者の業務

範囲 

第4.2 

業務範囲について「各種情報機器の調達・設置・メンテ

ナンス等に関しては、選定事業者でなく別途県が実施す

る。」とされています。本事業において、基本的に運営業

務の民間開放はなく、評価にあたってはデザインやコス

トにおける競争のウェイトが相対的に高くなると考えられ

ます。民間の創意工夫の余地を増やすためにも各種情

報機器の調達・設置・メンテナンス等を民間の業務とし

てもよいのではないでしょうか。これらの業務を県で行う

場合は、機器によっては施設計画に大きく影響を及ぼす

こともあるため、早い段階で事業者との調整をお願いし

ます。 

情報機器については県が調達・

設置・メンテナンスを行う予定で

す。詳細については要求水準書

(案)でお示しします。 
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意見番号 項目名 該当部分 意見内容 意見に対する回答 

意見13 

選定事業

者の事業

範囲 

第4.2 

情報機器の調達・設置・メンテナンスについては県が実

施することになっていますが、PFIの精神である民間企

業のノウハウの発揮、事業規模の拡大によるスケールメ

リットを考えると民間が実施した方が良いと考えますが

いかがでしょう。 

意見12を参照してください 

意見14 

総合教育

センターの

運営業務 

第4.3.(1) 

総合教育センターの運営業務については、選定事業者

の業務に含まれず、全て県の業務範囲と規定されてお

りますが、ＰＦＩ事業を考える際に選定事業者がまったく

センターの運営から外れる場合には、民間による資金

やノウハウの導入による財政資金の効率的な使用とよ

り質の高いサービスの提供という本来の目的に反し、単

なる建設イニシャルコストの割賦払いになってしまうと懸

念されます。民間ノウハウの活用についてどのように考

えられているかお聞きしたい。 

類似施設の設計・施工・維持管

理実績のある民間事業者によ

る事業の実施により、より高質・

効率的な事業の実施が可能と

なると想定しています。 

意見15 

各種情報

機器の調

達・設置・

メンテナン

ス等業務 

第4.3.(2) 

建設時から各種情報機器を県にて調達・設置とされてお

りますが、現代の情報インフラ整備は建築や建築付帯

設備と切り離せない関係にあり、また情報インフラのご

提案が事業者側の重要なノウハウでもあると考えます。

その観点から情報機器は、事業者の提案事項としてい

ただきたく。 

意見12を参照してください。 

意見16 
委託料と

割賦料 
第4.3.(4) 

費用の支払いを規定する上で、割賦料と委託料の債権

を明確に分けて、事業者に支払うようにしていただきた

い。割賦料の債権を明確に分けることで、資金調達が容

易になるためです。ご検討をお願い致します。 

ご意見のとおり想定していま

す。 

意見17 

予想され

るリスク及

び責任分

担 

第4.5 

不可抗力とは、天災、暴動、戦争などと規定されがちで

すが、ＰＦＩ事業が官民のリスク分担のもと成立する事業

であるという特色を前提に、さらに一歩踏み込んだ規定

が重要となると考えます。そこで、県および民間事業者

の双方の善良なる管理者としての注意管理義務をもっ

てしても発生した場合の原因を、不可抗力とする（ただ

し、第三者に帰責事由がありその第三者が特定できる

場合は第三者が負うべきリスク）という規定を是非ともお

考え頂きたく思います。 

リスク分担表を参照してくださ

い。 

意見18 

予想され

るリスク及

び責任分

担 

第4.5 金利変動のリスクを県側で負担していただきたい。 
リスク分担表を参照してくださ

い。 

意見19 

予想され

るリスク及

び責任分

担 

第4.5 不可抗力のリスクを県側で負担していただきたい。 
リスク分担表を参照してくださ

い。 

意見20 

予想され

るリスク及

び責任分

担 

第4.5 
施設利用者及び選定事業者外の業者との責任の所在

を明確にして欲しい。 

募集要項(案)等でお示しする予

定です。 

意見21 損害賠償 第7.1.(3) 

供用開始後、事業者が債務不履行を起こした際にかか

る違約金額は、過大に設定されないよう配慮をお願いし

ます。過大な違約金額は、そのリスクを保有するために

より多くサービス購入費が必要となり県の利益も損なわ

れますし、違約金を担保で割賦料との債権との相殺が

必要となると資金調達の目処がたたなくなるからです。

毎年の維持管理業務から得られる報酬に相応しい違約

金額の設定をお願い致します。 

ご意見を踏まえ、検討させてい

ただきます。 
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意見番号 項目名 該当部分 意見内容 意見に対する回答 

意見22 損害賠償 第7.1.(3) 

施設の引渡以後において、万が一事業者の責めに帰す

事由によって事業契約が解除された場合の、「割賦料相

当額の支払」に関し、違約金支払債務や損害賠償債務

が相殺されるような規定はＰＦＩにおける重要な資金調達

に大きな支障をきたします。特に、損害賠償については

割賦金相当額支払と相殺するような性格のものではな

く、あくまでも公共・民間双方が有する損害賠償権にお

いて相殺されるものであると思います。 

違約金においては、予め上限が設定されれば民間資金

調達において工夫の余地があると思いますが、損害賠

償債務が相殺規定として位置づけられた場合、プロジェ

クトファイナンスの組成が事実上不可能になるという点

を何卒ご理解下さい。 

ご意見を踏まえ、検討させてい

ただきます。 

 
 
■実施方針に関する質問 
質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問0-1   
障害児教育に必要な各種設備、教育ツールは別途予算

ですか。 

原則として県による備品調達を

想定していますが、詳細につい

ては要求水準書（案）でお示しし

ます。 

質問0-2   
各種実験室（物理、電気、被服、音楽、美術等）に必要

な実験器材は考えなくてよろしいですか。 
質問0-1を参照してください。 

第２ 特定事業の選定に関する事項 

質問2-1 事業範囲 第2.1.(6) 

施設の大規模修繕業務については、事業範囲に含まな

いと理解しよろしいですか。また、含まれない場合の取り

扱いをお示しください。 

事業範囲には含みません。詳細

については要求水準書（案）で

お示しします。 

質問2-2 事業範囲 第2.1.(6) 
施設の設計及び建設工事の関連業務の内容を教えて

下さい。 

設計及び建設工事に伴う各種

調査・申請業務を想定していま

す。 

質問2-3 事業範囲 第2.1.(6) 
施設の維持管理業務の中には大規模修繕は含まれな

いとの理解でよろしいでしょうか。 
質問2-1を参照してください。 

質問2-4 事業範囲 第2.1.(6) 

施設維持管理等業務「（エ）その他施設の維持管理・運

営支援業務等」のその他施設はどのような施設を想定し

ていますか。また運営支援業務についてもどのようなも

のを想定していますか。 

（エ）については、（ア）～（ウ）以

外の「施設の維持管理業務」と

ご理解ください。当該維持管理

業務については、実施方針第

4.2(3)を参照してください。 

運営支援業務とは、職員・利用

者への食事提供などを想定して

います。詳細については要求水

準書（案）でお示しします。 

質問2-5 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

本事業はBTO方式を想定されているということで、竣工

後即座に県が施設所有権を保有されますが、不動産取

得税・事業所税（新設）については事業者には課税され

ないとの理解でよろしいでしょうか。 

不動産取得税は現時点では想

定していません。事業所税（新

設）は原則として課税されます

が、詳細は選定事業者と関係機

関の間で協議していただきま

す。 

質問2-6 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

本事業はBTO方式を想定されているということですが、

施設所有権は、県が直接保存登記されますか、あるい

は、事業者側で保存登記し、県に移転登記することにな

りますか。また、登録免許税は県の負担でしょうか、事

業者の負担でしょうか。 

県が直接保存登記します。登録

免許税は県の負担です。 

質問2-7 
事業の方

式 
第2.1.(7) 

事業方式はBTOと想定されていますが、「事業評価調

書」等によれば、当初はBOT方式をお考えのようです。

BTO方式を採用した理由は何なのでしょうか。 

事業評価調書では、ＰＦＩの導入

検討に際し、概算VFMの算定で

BOTを想定したものであり、同方

式が適当との判断を下したわけ

ではありません。事業方式につ

いては現在詳細検討中です。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問2-8 
選定事業

者の収入 
第2.1.(8) 

施設の設計及び建設に係る費用は施設の完成確認、引

き渡しをもって確定債権として確立されるものと考えてよ

ろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

質問2-9 
選定事業

者の収入 
第2.1.(8) 

県が支払うこととなる施設の設計及び建設に係る費用、

施設の維持管理等に係る費用に対して民間事業者が有

する債権について、民間事業者に融資を行う金融機関

のために質権を設定したり、譲渡担保等の担保権を設

定することは可能ですか。 

事業の実施及び県の支払条件

に影響が出ないことを前提に、

県の承諾があれば可能です。詳

細は募集要項(案)等でお示しし

ます。 

質問2-10 
選定事業

者の収入 
第2.1.(8) 

施設の所有権の移転は平成18年3月までとなっておりま

すが、平成17年度は初年度として割賦料支払の対象年

度となるのでしょうか。 

割賦料は施設の引き渡し時から

発生しますので、ご質問のとおり

です。 

質問2-11 
選定事業

者の収入 
第2.1.(8) 

県より選定事業者への施設の設計及び建設の割賦方

式による支払いは、何時の時点から始まりますか。 
質問2-10を参照してください。 

質問2-12 
事業期間

等 
第2.1.(9) 

施設の建設終了後、速やかに所有権を県に移転すると

の記載が有りますが、一方で事業者は供用開始時点か

ら施設の維持管理業務を行うことになっております。移

転から供用開始までの期間の維持管理業務につきまし

ても事業者が行うという理解で宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。供用開始

までの維持管理については、別

途事業者と協議いたします。 

質問2-13 
事業期間

等 
第2.1.(9) 

施設の所有権の移転時期は、平成１８年３月迄で可能と

なったできるだけ早い時点で行えば良いのでしょうか。 
ご質問のとおりです。 

質問2-14 
事業期間

等 
第2.1.(9) 

施設の所有権の移転から共用開始までの間で必要とな

る維持管理費用は、割賦料で支払われるのでしょうか。

委託費として支払われるのでしょうか。 

別途委託費として支払われま

す。 

質問2-15 
事業期間

等 
第2.1.(9) 

施設の設計及び建設終了（平成17年12月まで）と施設

の所有権の移転（平成18年3月まで）に約3ヶ月の空白

があります。施設の建設が終了したら速やかに所有権

を県に移転してよいのでしょうか。それとも準備期間中

は民間が所有しておくことが求められるのでしょうか。ま

た準備期間中の管理責任はどのようにお考えでしょう

か。 

事業者のリスク低減の観点等よ

り、速やかに所有権を移転して

いただきます。従って準備期間

中の管理責任は県が負うことに

なります。 

第３ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

質問3-1 

民間事業

者の募集

及び選定

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

（予定） 

第3.2.(1) 

スケジュール（予定）内に“要求水準(案)（施設・設備仕

様および業務の双方）の公表”“契約書（案）の公表”に

関するご説明が見当たりません。募集要項案の公表

が、該当すると考えてよろしいでしょうか。応募者にとっ

て非常に重要なことですので、是非ともご教示下さい。 

要求水準書（案）の公表は平成

14年12月中を予定しておりま

す。契約書（案）については、ご

質問のとおりです。 

質問3-2 
実施方針

の公表等 
第3.2.(2) 

意見に関する回答は「県のホームページ等で公開する」

とされていますが、社名を明記して公開されるのでしょう

か。事業者のノウハウに係る提案であれば、公開に当た

って、事前に提案者の意向を確認した上で行うものでし

ょうか。 

社名は公開いたしません。な

お、今回の意見については、事

業者のノウハウに関する提案に

よるものは無いと判断いたしまし

た。 

質問3-3 

施設整備

及び提案

技術に関

する実績 

第3.2.(3) 

教育機関の設計、教育施設の建設、公共施設の維持管

理実績については、その規模に関する基準は特に設定

されないのでしょうか？ 

現時点では設定しておりませ

ん。詳細は募集要項(案)等でお

示しします。 

質問3-4 

応募者の

備えるべ

き参加資

格用件 

第3.2.(3) 

経営状況において納税実績に関する記述が有ります

が、その中の県民税および市町村税については応募者

の本社所在地における納税実績と理解すればよろしい

でしょうか？それとも、“応募者が岡山県内に本拠を置く

企業、あるいは岡山県内に支店・営業所を所有する企

業の場合にのみ当地における当該納税実績を証明す

る”と理解すれば宜しいのでしょうか。 

「応募者が岡山県内に本拠を置

く企業、あるいは岡山県内に支

店・営業所を所有する企業の場

合にのみ当地における当該納

税実績を証明する」とご理解くだ

さい。 

質問3-5 経営状況 第3.2.(3) 
滞納していないことを証する県税・市町村税は岡山県・

賀陽町のものですか、本店所在地のものですか。 
質問3-4を参照してください。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問3-6 
基本的な

資格要件 
第3.2.(3)ｱ 

“(オ)及び(カ)については当該企業グループの構成員の

いずれかの者が満たすことをもって足りることとするが”

と有りますが、例えば複数の建設会社が構成員として応

募グループに参画している場合、その建設会社の内1社

が（カ）の資格要件を満たしている必要があるとの解釈

でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

質問3-7 
応募者の

実績 
第3.2.(3)ｳ 

応募者は過去10年間において、学校等の設計・建設・維

持管理の実績を持つことを求められており、これらはグ

ループとして各1つずつ有していればよいと認識していま

す。もし実績を多数提示すれば評価に反映されるのでし

ょうか。 

ご質問の内容を踏まえ、詳細を

募集要項（案）等に明記いたしま

す。 

質問3-8  

第3.2.(3)

ｳ､

(ｱ)(ｲ)(ｳ) 

応募者の実績は、規模･期間にかかわらず、一つでも経

験を満たせば良いのでしょうか。 

応募者の実績は１つでも構いま

せん。規模・期間については現

時点で設定しておりません。詳

細は募集要項(案)等でお示しし

ます。 

質問3-9 
参加資格

の確認 
第3.2.(3)ｵ 

参加資格の確認後、構成員の変更に関する規定はどの

ようにお考えでしょうか。また、グループで応募する場合

において、構成員の一部に欠格事項が発生しても、欠

格者を除く他のグループ構成員が資格要件を満たして

いればよろしいのでしょうか。 

参加資格確認後の構成員の変

更は認めません。構成員の一部

に欠格事項が発生した場合に

は、当該グループは参加資格を

喪失します。 

質問3-10 

審査及び

選定に関

する事項 

第3.2.(4) 
参加資格要件の確認は、参加表明書提出時点だけで判

断されるのでしょうか。 

参加資格確認日以降に欠格事

項が発生した場合には参加資

格は取り消されます。 

質問3-11 

審査及び

選定に関

する事項 

第3.2.(4) 

提案書の審査に当たって、必要と判断された提案・意見

について、提案者から直接ヒアリングを行うことは予定さ

れているのでしょうか。 

審査委員会の意見も踏まえ、検

討中です。 

質問3-12  第3.2.(4)ｱ 
学識経験者及び県職員の審査委員名は、いつ公表され

るのでしょうか 

募集要項(案)等に明記いたしま

す。 

質問3-13  第3.2.(4)ｲ 
落札者選定基準は、いつ公表される予定なのでしょうか

要求水準は、いつ公表する予定なのでしょうか 

落札者選定基準は募集要項

（案）等の公表時に、要求水準

書（案）については、質問3-1を

参照してください。 

第４ 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

質問4-1 

責任分担

の基本的

考え方 

第4.1 

「県が責任を負うべき合理的な理由がある事項につい

て、別途選定事業者と協議の上、県が責任を負うものと

する」とありますが、「県が責任を負うべき合理的な理由

がある事項」は当然、県が責任を負うべき事項となりま

すが、協議事項とされる理由は何なのでしょうか。 

県の責任範囲、対応等について

協議を行うことを想定していま

す。 

質問4-2 

選定事業

者の業務

範囲 

第4.2 
水光熱費は民間事業者の負担となりますか、あるいは

施設所有者である県の負担となりますか。 
県の負担を想定しています。 

質問4-3 
各種情報

機器 
第4.2 

各種情報機器は、選定事業者でなく別途県が実施する

とされていますが、ソフトを含めて関わる全ての業務を

県がおこなうものと考えてよろしいのでしょうか。 

ご質問のとおりですが、各種情

報機器の設置に必要となる配管

等施設整備と不可分なものは選

定事業者が行うこととなります。

詳細は要求水準書（案）でお示

しします。 

質問4-4 事前業務 第4.2.(1) 

本事業を実施するための特別目的会社（ＳＰＣ）の設立

業務と、ありますが、ＳＰＣの形態について指定はあるの

でしょうか？（株式会社 or 有限会社）また、ＳＰＣの設

置場所について指定はあるのでしょうか？（岡山県？） 

事業の安定性を図るため、ＳＰＣ

は商法上の株式会社としてくだ

さい。設置場所は岡山県内とし

ます。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問4-5 

特別目的

会社設立

業務 

第4.2.(1) 

①特定目的会社は、商法上の株式会社でなくとも良い

のでしょうか。②構成員は全員出資しなければならない

のでしょうか。③構成員以外からの第三者出資は可能

なのでしょうか。④事業期間中の株式譲渡は可能でしょ

うか。 

①質問4-4を参照してください。

②構成員は全員出資してくださ

い。 

③構成員の合計持ち株比率が

50%を超えること、構成員以外が

筆頭株主にならないことを条件

に、可能とする予定です。 

④一定期間経過後、県の承諾

があれば可能です。詳細は募集

要項（案）等に規定します。 

質問4-6 
ＳＰＣの形

態 
第4.2.(1) 

「本事業を実施するためのＳＰＣの設立」が求められてい

ますが、このＳＰＣの形態に「商法上の株式会社」等の

指定はあるのでしょうか。 

質問4-4を参照してください。 

質問4-7 事前業務 第4.2.(1) 
特別目的会社設立にあたっての制約（出資等）が有れ

ば、お示しください。 
質問4-4,5を参照してください。 

質問4-8 事前業務 第4.2.(1) 

SPCへの出資は、事業契約締結時までではなく、維持管

理開始までに段階的に出資を行うことは可能でしょう

か。 

維持管理開始までに出資の保

証がなされることなどを条件に

認める方向で検討中です。詳細

は募集要項(案)等でお示ししま

す。 

質問4-9 

施設整備

に係る建

設工事及

びその関

連業務 

第4.2.(2) 

施設に設置する各種情報機器以外の什器備品につい

ての調達・維持管理は県・事業者どちらの業務となるで

しょうか？ 

原則として県の業務となります。

詳細は要求水準書(案)でお示し

します。 

質問4-10 

総合教育

センターの

施設整備

業務 

第4.2.(2) 
県において現場地質調査は行われていますか。行われ

ていましたら調査結果をご開示下さい。 

ボーリング調査を実施済ですの

で、募集要項（案）等とともに開

示する予定です。 

質問4-11 

総合教育

センターの

施設整備

業務 

第4.2.(2) 
事前調査業務及びその関連業務の内容を教えて下さ

い。 

選定事業者として必要な場合の

ボーリング調査等を想定してい

ます。 

質問4-12 

選定事業

者の業務

範囲 

第4.2.(2)､

(3) 

情報機器以外の什器・備品調達・設置はＳＰＣの業務と

なりますか。また、これら什器・備品の維持管理（保守、

更新）もＳＰＣの業務に含まれますか。 

質問4-9を参照してください。 

質問4-13 
修繕につ

いて 
第4.2.(3) 

・「大規模修繕（長期修繕）は、本業務から除く」という考

えでよろしいでしょうか。 
質問2-1を参照してください。 

質問4-14 

総合教育

センターの

維持管理

等業務 

第4.2.(3) 

施設の維持管理等業務の範囲に関して大規模修繕業

務の記載がありませんが、大規模修繕業務は事業者の

行う業務の対象外と考えて宜しいでしょうか。 

質問2-1を参照してください。 

質問4-15 

総合教育

センターの

維持管理

業務 

第4.2.(3) 

ア 建物保守管理業務、イ 設備保守管理業務、ウ 外

構施設保守管理業務に修繕が含まれていますが、この

中には大規模修繕・更新（資本的支出となるもの）も含

まれるのでしょうか。 

質問2-1を参照してください。 

質問4-16 

総合教育

センターの

維持管理

業務 

第4.2.(3) 

「キ その他の維持管理・運営支援業務等」には具体的

にはどのような業務を想定されていますか。例えば、県

の業務範囲とされている総合教育センターの運営業務

である、職員研修、教育相談、調査研究、情報発信等に

ついて、ＳＰＣが支援を行う余地はありますか。 

質問2-4及び意見2を参照してく

ださい。 

質問4-17 
大規模修

繕業務 
第4.2.(3) 

大規模修繕業務は、ＰＦＩ事業に含まれないと理解して宜

しいでしょうか。 
質問2-1を参照してください。 

質問4-18 
水道光熱

費の負担 
第4.2.(3) 

水道光熱費の負担は、県が実費で支払うものと考えて

宜しいでしょうか。 
ご質問のとおりです。 

質問4-19 

総合教育

センターの

維持管理

等業務 

第4.2.(3) 
維持管理業務に係る光熱用水費については、県の負担

でしょうか。 
質問4-2を参照してください。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問4-20 

教育セン

タ－の維

持管理業

務 

第4.2.(3) 
大規模修繕業務は選定事業者の行う業務に含まれるの

でしょうか。 
質問2-1を参照してください。 

質問4-21 
維持管理

業務 
第4.2.(3)ｵ 

維持管理に伴う水光熱費は県が実費を支払うのでしょう

か。それとも民間の提案金額に含まれるのでしょうか。 
質問4-18を参照してください。 

質問4-22 
その他の

業務 
第4.2.(4) 

研修室等の総合教育センター施設、設備の遊休時に、

外部に開放する考えはありますか？また、その場合、Ｓ

ＰＣがセンター施設・設備を利用して、周辺地域、教育機

関等を対象としたセミナー等を実施することは可能です

か。 

外部に開放する方向で検討中

です。SPCの利用についても県

の承諾があれば可能とする方向

で検討中です。 

質問4-23 

総合教育

センターの

維持管理

業務 

第4.2.(3) 

『その他の維持管理・運営支援業務等』とありますが、運

営支援業務とは具体的にどのような事を想定されている

のでしょうか。ご教唆ください。 

質問2-4を参照してください。 

質問4-24 

総合教育

センターの

維持管理

等業務 

第4.2.(3) 

上記項目の中で、選定事業者の業務範囲として「運営

支援業務」という記載がございますが、そこで想定され

ている業務内容について教えてください。本方針では、

県が実施する「総合教育センター」の運営業務につい

て、「教育関係職員の研修」「教育相談」「教育に関する

調査研究」「教育情報の収集・蓄積・発信」「その他学校

教育活動の支援」であると記載されています。それらの

テーマについてどのような「支援業務」を選定事業者に

委ねる予定なのでしょうか？県と選定事業者の役割をど

のように分担するかという観点で、教えていただければ

と思います。 

質問2-4を参照してください。 

質問4-25 
維持管理

業務 
第4.2.(3) 

維持管理業務の中に記載されている「キ．その他の維

持管理・運営支援業務等」の「運営支援業務」とは具体

的のどのようなことを想定されているのでしょうか。 

質問2-4を参照してください。 

質問4-26 

総合教育

センタ－

の維持管

理業務 

第4.2.(3) 
その他の維持管理･運営支援業務等について具体的に

教えて下さい。 
質問2-4を参照してください。 

質問4-27  第4.2.(3)ｷ 
その他維持管理・運営業務の内容は、いつ公表される

予定なのでしょうか。 
質問2-4を参照してください。 

質問4-28 

その他の

維持管理・

運営支援

業務等 

第4.2.(3)ｷ 
その他の維持管理・運営支援業務等は具体的に何を示

しているのでしょうか。 
質問2-4を参照してください。 

質問4-29  第4.2.(4)ｱ 

ＢＴＯであれば県への施設等の所有権移転に伴う不動

産取得税（県税）は課税されないと考えて良いのでしょう

か。 

質問2-5を参照してください。 

質問4-30 
県の業務

範囲 
第4.3 

施設所有者として県において加入を予定されている保

険・共済がありましたら、その内容をご教示下さい。 
募集要項(案)等で明示します。 

質問4-31 
要求水準

書 
第4.4 要求水準書は、いつ公表される予定なのでしょうか。 質問3-1を参照してください。 

質問4-32 

予想され

るリスク及

び責任分

担 

第4.5 
①責任分担は、いつ公表される予定なのでしょうか。②

事業契約書（案）はいつ公表されるのでしょうか。 

①リスク分担表は平成14年11月

25日に公表いたしました。 

②質問3-1を参照してください。

質問4-33  
第4.6.(1)

ｱ､ｲ､ｳ 

設計、施工中、工事完成時におこなわれるモニタリング

の主旨は、適正な業務がなされているかを検査し、不具

合があれば改善させるところにあると考えて良いのでし

ょうか。プロジェクト･ファイナンスによる資金調達に支障

が生じるのでモニタリングによる割賦金減額が発生する

ことはないと理解して宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問4-34 
支払額の

減額等 
第4.6.(2) 

『モニタリングの結果、要求水準がみたされていないこと

が判明した場合、サービスに対する支払額の減額を行う

とともに、選定事業者に修繕勧告を行う。』とあります

が、修繕勧告と同時にサービス購入料が減額されると

いう認識でよろしいのでしょうか。猶予期間はないのでし

ょうか。 

詳細は募集要項(案)等でお示し

します。 

質問4-35 
支払額の

減額等 
第4.6.(2) 

モニタリングにより減額される可能性のあるのは、維持

管理等に要する費用の部分のみと考えて宜しいでしょう

か。（設計・建設に要する費用部分は減額対象外と考え

て宜しいでしょうか） 

質問4-33を参照してください。 

質問4-36 
支払額の

減額等 
第4.6.(2) 

施設完成後の総合教育センターの維持管理等につい

て、要求水準が維持されていないために減額される支

払いの対象は施設の維持管理等に係る費用のみであ

り、施設の設計及び建設に係る費用には影響を及ぼさ

ないと考えてよろしいですか。 

質問4-35を参照してください。 

質問4-37  第4.6.(2) 
施設共用開始後のモニタリングによるペナルティは、割

賦料には及ばないものと考えて宜しいでしょうか。 
質問4-35を参照してください。 

質問4-38 
支払い額

の減額等 
第4.6.(2) 

「サービスに対する支払い額の減額等」の対象は維持

管理部分のサービス費という解釈でよろしいでしょうか。 
質問4-35を参照してください。 

質問4-39 
支払額の

減額等 
第4.6.(2) 

サービス料の減額対象は、維持管理・運営の対価のみ

であり、施設の設計・建設の対価は対象外という理解で

よろしいでしょうか。 

質問4-35を参照してください。 

質問4-40 

事業期間

終了後の

措置 

第4.6.(3) 
委託を継続するか否かの決定時期は、概ね想定されて

いるのでしょうか。 
契約書（案）にてお示しします。 

第５ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

質問5-1  第5 

教育に必要な設備はどのように計画されているのです

か。例：教育機器、視聴覚機器、大型映像装置、教育図

書等 

要求水準書（案）でお示ししま

す。 

質問5-2 

土地取得

に関する

事項 

第5.2 

「建設計画地は、（中略）選定事業者に無償で貸与す

る。」とされていますが、事業検討の結果として事業方式

が最終的にBOT方式となった場合にも同様に、「無償

で」貸与されるのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

質問5-3  第5.4.(1)ｳ 

休日等の施設・整備の開放は、誰を対象に想定されて

いるのでしょうか。開放の許可は、県が出されるのでしょ

うか。 

教育研究団体や県民等を想定

しており、開放の許可は県が出

します。 

質問5-4 施設概要 第5.4.(2) 
ホワイエ兼食堂（厨房施設はなし）とありますが、食堂の

運営はSPCの業務ではないのでしょうか？ 

食堂運営（厨房つき）はSPCの

必須業務ではありません。 

質問5-5 施設概要 第5.5.(2) 

施設概要として昨年度実施した基本計画の数値が「参

考」として提示されていますが、設計にあたって延床面

積の下限等の目安が示されることはないでしょうか。 

下限等の目安を示す予定はあり

ません。 

質問5-6 施設概要 第5.5.(2) 

各部門の想定面積について、「事業評価調書参考資料」

の「１ 建物」では、廊下（共用部分）が2,902㎡あるが、本

実施方針では見当たらず、各部門の想定面積に含まれ

ていないものと考えればよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

質問5-7 施設概要 第5.5.(2) 
各部門の年間利用予定期間（例えば、7～8月等）、年間

利用予定日数を教えていただけますでしょうか。 

要求水準書（案）でお示ししま

す。 

第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

質問7-1  第7.1.(3) 

損害賠償請求権とは別に、予め違約金を設定する可能

性はありますか。また、その場合は割賦代金の支払い

債務との相殺条件が付くでしょうか。 

契約書（案）でお示しします。 

質問7-2 
書面によ

る解除 
第7.3 

不可抗力その他県又は事業者の責めに帰すことのでき

ない事由により、事業の継続が困難になった場合の書

面による解除は、市及び事業者の双方が互いに事前に

書面を交換することにより解除されるのであって、市又

は事業者のどちらか一方が通知することにより解除され

る意味ではないと考えて良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 
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質問番号 項目名 該当部分 質問内容 質問に対する回答 

質問7-3 

金融機関

と県の協

議 

第7.4 

民間事業者の事業契約上の地位、権利・義務に対し

て、民間事業者に資金供給を行う融資機関のために担

保権を設定することは可能ですか。 

担保権の設定については、認め

ない方向で検討中です。詳細は

募集要項(案)等でお示しします。

第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

質問8-1 

日本政策

投資銀行

による融

資 

第8.3 

事業者は日本政策投資銀行の「融資が受けられるよう

に努力し、当該融資が行われる場合には、事業安定性

およびサービスレベルの向上等に活用すること。」とあり

ますが、「事業の安定性およびサービスレベルの向上

等」とはどのようなことを期待されているのでしょうか？

（事業者は要求水準をみたせばよいと認識しておりま

す。また、日本政策投資銀行からの融資については第８

－１－（２）にて「応募者の自らのリスクでその活用を行う

こととし、県は同行からの調達の可否による条件変更は

行わない。」との記載がありますので、同行からの調達

ができた場合のメリットは事業者で享受したいと考えま

す。） 

事業安定性とは低利融資による

キャッシュフローの安定性の向

上等を想定しています。サービ

スレベルの向上については、調

達金利コストの負担減分を原資

とした、VFMの向上に資する民

間の提案を期待しています。 

別添資料２ 

質問資2-1 
敷地現況

図 
資料2 

対象区域が太線で示されていますが、この区域外を事

業者が整備することはないと理解して宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりですが、敷地現

況図については詳細なものを募

集要項（案）等とあわせて提示

いたします。 

質問資2-2 
敷地現況

図 
資料2 

レベル351を含めた「太線内が整備の対象区域である」

としながらも、「レベル351については本事業とは別に使

用することがある」とされていますが、レベル351が整備

の対象区域に含まれる理由を教えていただけますでしょ

うか。 

レベル351については、当面予

備駐車場として想定しており、進

入路等の整備が必要となりま

す。なお、維持管理の区域から

は除きます。 

 


